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福祉医療制度・福祉医療費受給者証について

後期高齢者医療保険制度・被保険者証の更新

■お問い合わせ先　町民課町民生活班（TEL29－3928）

　現在使用されている受給者証の期限は７月31日までとなっています。また、県の補助
対象が拡大したことに伴い、高校生の方も１年毎の更新となります。対象者には更新後
の受給者証を７月中に郵送いたしますので、８月以降に医療機関等を受診される際には
必ず新しい受給者証を提示してください。

※有効期限の終わりに記載が無い方は引き続きお使いいただき、記載はあるが７月31日
　ではない方は、記載されている有効期限での更新となります。ご自身の受給者証を今
　一度ご確認ください。

　後期高齢者医療保険は、75歳以上の方と65歳以上の一定の障害がある方が加入する医
療保険です。
　マイナ保険証制度による被保険者証の廃止に伴い、７月末までに後期高齢者医療保険
に該当する方々には新しく資格確認書が送付されます。こちらはマイナ保険証の利用登
録の有無に関わらず被保険者全員が対象となり、申請や手続きは必要ありません。８月
１日以降は、新しく送付された資格確認書をお使いください。

　令和７年度の保険料額をお知らせする通知書をお届けします。保険料のお支払いは、
・特別徴収（年金からの納付）・普通徴収（口座振替または納付書での納付）となります。
特別徴収の対象とならない方の保険料は、口座振替または納付書で納めていただくこと
になっていますが、納め忘れが無く、納付の手間も省けるため、便利で安心な口座振替
がおすすめです。
※８月１日以降、それまでお使いいただいていた被保険者証や資格確認書は、確実に処
　分していただくか町民課までお持ちいただきますようお願いいたします。

○福祉医療費を受給されている方へ

８月１日から被保険者証が資格確認書になります。

◎後期高齢者医療の保険料額決定通知書が７月中に届きます

今までの被保険者証（赤色）
有効期限：７月31日まで

新しく送付する資格確認書（黄色）
有効期限：８月１日～
　　　　　令和８年７月31日まで


